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家庭におけるエネルギーコスト削減対策

１ 事業概要

家庭におけるエネルギーコストの削減を推進するため、省エネルギー機器、太陽光発電設備等の導入を支援する。

２ 事業内容

・エアコン・冷蔵庫・ガス温水器は品目ごとに1人1台まで、ＬＥＤ照明機器は購入額5,000円以上で申請可。

・ヒートポンプ給湯機(エコキュート)・ハイブリッド給湯機は、国から1台50,000円が助成されるため対象外。

＜省エネ機器導入支援 10.4億円＞

対象品目 対象要件
(統一省エネラベル)

ポイント額

エアコン

2.5kW未満

星3つ以上

10,000円相当/台

2.5kW以上2.8kW未満 15,000円相当/台

2.8kW以上 20,000円相当/台

冷蔵庫

350L以下 星2つ以上 5,000円相当/台

350L超450L以下 星3つ以上 15,000円相当/台

450L超 星4つ以上 20,000円相当/台

ガ ス 温 水 器 星3つ以上 30,000円相当/台

ＬＥＤ照明機器 星4つ以上 3,000円相当

省エネ機器の種類に応じて、最大30,000円相当の
キャッシュレスポイントまたは商品券をプレゼント。

＜再エネ設備導入支援 3.3億円＞

対象設備 補助額

太陽光パネル
1kWあたり 20,000円

(上限200,000円)

蓄 電 池 1台あたり 200,000円

太陽光パネル・蓄電池の導入に対し補助。

・共同購入事業との併用可能。
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屋根置き太陽光発電設備等の導入加速

１ 事業概要

スケールメリットにより設置費を軽減できる共同購入により、太陽光発電設備等の導入を促進する。

２ 事業内容
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県有施設の脱炭素化の推進

即効性のある省エネ対策として、県有施設の照明のLED化を加速

2025年度までに原則100％
＊個々の施設等の状況により対応困難な照明は除く

参考（政府目標_R3.10）

主な項目 政 府 目 標

太陽光発電 2030年度までに設置可能な建築物の約50%以上に設置

公用車 新規導入・更新については2022年度以降全て電動車
（FCV/EV/PHEV/HV）＊代替可能な電動車がない場合等を除く

新築建築物 2030年度までに新築建築物の平均でZEB Ready相当
＊ZEB Ready：50%以上の省エネを図った建築物

LED照明 LED化率：2030年度までに100%

再エネ電力調達 2030年度までに60%以上

LED化以外の項目については、政府目標を踏まえ、実行計画策定に向けて今後検討

県民や事業者の脱炭素化を牽引するため、県としても率先的な取組として県有施設の脱炭素化を推進する。
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環境影響 高濃度硫化水素の発生・悪臭・景観の悪化

① 有機性汚泥や廃石膏ボード粉等を混ぜた
産業廃棄物を堆肥原料と称して、無許可 ※１

で多量に受け入れ、野積み

② 県が代執行により、堆積物からの高濃度硫化
水素の発生を防止

※１ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃棄物処理法」）

（廃棄物の受け取りには、廃棄物処理業の許可が必要）

堆肥原料と称した産業廃棄物

問題となった事例＿状況と環境影響

事
業
場

① 土砂分を含む濁り水の処理により多量に
発生する無機性汚泥（廃棄物）を、事業場内
で保管

② 事業場外に移動し、河川に投棄

投棄
箇所

環境影響 河川の濁り

事例１ （堆肥原料） 事例２ （無機性汚泥）

「生活環境保全のための新たな対応策の検討について」
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有価物か廃棄
物かの判断が
難しく大量放
置につながる
おそれがある
もの

多量に発生す
る廃棄物で
重大事案化す
るおそれがあ
るもの

・廃棄物認定に時間を
要し、多量の廃棄物
が搬入・放置

・事業者が改善せず、
県が代執行

各事例の問題点

事例１（堆肥原料）

・多量に発生する
無機性汚泥の処理や
活用が進まない

・廃棄物処理法・河川法

に違反して無機性汚

泥を投棄

事例2（無機性汚泥）

早期に移動・
保管を把握
する仕組み

基準の設定

監視の強化

対応策の
方向性

行政権限の
規定

抑止力の
設定

対象

①「多量に発生
する廃棄物（汚泥
など）」の「排出事
業者による移
動・保管」

②「廃棄物を処
理したもの（堆肥
原料など）（廃棄物を

除く）」の「処理業
者・利用者等に
よる移動・保管」

③「使用済み
物品（使用済みタ
イヤ、金属製品な
ど）（廃棄物を除

く）」の「回収業
者による保管・
処理」

（１）移動・保管
を把握する仕
組みがない
（①、②、③）

課題

（３）行政権限が
ない（②、③）

（４）隠ぺい等が
行われやすい
（①、②、③）

（２）保管などの
基準がない
（②、③）

（５）廃棄物の処
理が進まない
（①）

類似の問題点がある対象の絞り込み 課題と対応策の方向性

絞り込みの観点

「生活環境保全のための新たな対応策の検討について」
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第４次山梨県廃棄物総合計画の概要

１ 目的

廃棄物等の発生抑制、循環的利用及び適正処理の推進などの廃棄物対策を総合的かつ計画的に推進していくため、令和３年３月に策定

２ 計画期間

令和３年度から令和７年度（５年間）

３ 計画における今後の取り組みと目標

○今後の取り組み
・食品ロス削減やプラスチック資源循環促進法を踏まえ、家庭ごみで大きな比重を占める生
ごみの削減とプラスチックごみの発生抑制・再生利用を促進
・高齢化の進展に伴う集団回収量等の活動低下など資源物回収に伴う環境変化に対応し
た取り組み
・ごみ処理広域化計画の着実な推進による再生利用率の向上

総排出量（千t）

310 299 266

平成30年に対し、△11.0％削減
（国の目標△11.0%と同等の水準）

再生利用率（％）

0

5

10

15

20

25

H25実績 H30実績 R7目標

再生利用率（％）

16.6 17.0

25.0

平成30年に対し、＋8.0ポイント向上
（国の目標+8.1ポイントと同等の伸び率）

最終処分量（千t）

0

20

40

H25実績 H30実績 R7目標

最終処分量（千ｔ）

31

19
16

平成30年に対し、△16.7％削減
（国の目標△16.7%と同等の水準）

一般廃棄物

○現状・課題
・総排出量の減少が進まない
・資源ごみである集団回収量の減少
・生活系ごみの資源化率が低下
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総排出量（千t） 再生利用率（％） 最終処分量（千t）

1,824 1,698 1,712

平成30年に対し、約1％以内に抑制
（国の目標＋1.6%以内を上回る水準）

45

52 52

平成30年の水準を維持
（国の目標38%を上回る水準）

154

21 21

平成30年の水準を維持
（国の目標±0%と同等の水準）

４ 計画の推進

目標の達成状況や施策の実施状況等について、毎年度「環境保全審議会」へ報告し、計画を評価

産業廃棄物

○現状・課題
・前計画の目標値を全て達成している

○今後の取り組み
・引き続き、排出事業者や廃棄物処理業者に対し、排出抑制等に関する普及啓発
・優良事業者の支援・育成
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野生鳥獣による農林業被害の概況

○野生鳥獣による農林業被害は、令和３年度においては、３億５千６百万円で、被害のうち、全体の約６割が
ニホンジカ、イノシシ、ニホンザルによるもの
・令和３年度農林業被害額内訳
ニホンジカ：１億３千１百万円、イノシシ：３千３百万円、ニホンザル：３千４百万円、ツキノワグマ：１億２千万円
鳥類：２千６百万円、その他：１千２百万円

農作物被害のうち、ニホンジカ、イノシシ、ニホンザルに
よる被害が全体の約７割以上を占める

野生鳥獣による森林被害は、「ニホンジカによる枝葉や樹
皮の食害」、「ツキノワグマによる樹皮被害」が主である。

○ 農作物被害額の推移（単位：百万円）

○ 森林被害額の推移

①
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①個体数調整事業（Ｒ４:2,850頭）

・生態系保全ゾーン（標高1,000m以上の鳥獣保護区）での
県管理捕獲を実施
・効率的な捕獲を実施するため、H28からわな捕獲も実施
可能としている。

②わな捕獲促進強化事業（Ｒ４:900頭）

・農林業ゾーン（標高1,000m未満の地域）や共生ゾーン
（標高1,000m以上の鳥獣保護区以外の地域）で、わな猟

のベテランと新規狩猟免許取得者等がチームを組織し、捕
獲における実地研修を実施

③市町村等管理捕獲助成（Ｒ４:7,800頭）

・農林業ゾーン、共生ゾーンで、市町村及び恩賜県有財産
保護組合が行う管理捕獲に助成

④認定鳥獣捕獲等事業者集中捕獲事業（Ｒ４:300頭）

・共生ゾーンにおけるシカの高密度地域で、鳥獣保護管理
法の施行により創設（H28）された認定鳥獣捕獲等事業者
を活用して、５月から７月にかけて集中的な捕獲を実施

⑤東京都水道水源林ﾆﾎﾝｼﾞｶ捕獲促進事業（Ｒ４:150頭）

・東京都水道局が管理する甲州市内の水道水源林におい
て、都県連携事業によるニホンジカ被害対策を実施（Ｒ２～）

農林業ゾーン（市町村等） 共生ゾーン （県） 生態系保全ゾーン（県）

令和４年度
年間捕獲目標数

→１６，０００頭

○ 令和４年３月、第３期第二種特定鳥獣（ニホンジカ）管理計画を策定し、
今後１０年間でニホンジカの推定生息数を半減させることを目標に定める
とともに、年間捕獲目標数を１６，０００頭としている。

（今後10年間で約34,000頭→17,000頭）

・国等 400頭
・狩猟 3,500頭

県事業以外の捕獲

⑥搬入システムモデル事業（Ｒ４:100頭）

・東京都水道局が管理する丹波山村内の水道水源林にお
いて、ＩＣＴ（わなセンサー）を活用し、処理施設に搬入するモ
デル事業を実施（Ｒ４～）

⑦捕獲困難地域での
捕獲対策検討事業

・効果的な方法や時期、捕
獲場所の検討

⑧モニタリング事業

・推定生息数等の調査

・ニホンジカ等の生息影
響による自然植生調査

令和４年度ニホンジカ捕獲対策の取り組み②

９

環境・エネルギー部
自然共生推進課



•

① 生物多様性を保全するため、国、山梨県及び市町村は、
民間団体・ボランティアとも協働による、外来生物の調査及
び除去活動を実施するなど、外来生物侵入対策を推進する｡

② 豊かな生物多様性を保全・再生する取組みのため、民間
団体等の連携により特定外来生物の繁殖抑制や人為的な
移入防止対策を推進していく。

富士山麓外来種防除対策

外来種防除マット・ブラシ設置
登山者による外来植物（国内由来の外来
種を含む）の侵入を防ぐため、種子除去マッ
ト等を設置。
設置箇所：五合目登山口、富士山ﾊﾟｰｷﾝｸﾞ

外来植物ボランティア指導講習会
市町村、民間団体等による外来種対策を
推進するため、住民、企業、ＮＰＯ、市町村
等を対象に、外来種に対する知識や防除方
法を学ぶ研修会を開催。
開催回数：１回

山梨県の特定外来生物の防除対策について

入れない

外来種被害予防三原則
防除だけでなく、被害を発生させないための予防も重要。

このため国では、外来種被害予防三原則を定めており、行政だけでなく
市民・事業者それぞれが行動することが必要としている。

捨てない 拡げない

アライグマ防除対策

捕獲従事者養成講習会
わな免許を持たない者も、捕獲と安全の

知識・技術があれば捕獲に従事することが
でき、その従事者を養成するための講習会
を開催。
開催回数：１回

アライグマ対策会議の開催
アライグマ防除実施計画の策定、進行管
理、アライグマへの正しい理解の普及や有
効かつ適切な対策の検討を行う。
開催回数：１回

外来種防除体制の整備

特定外来生物防除補助金
特定外来生物の防除を実施する県内で活
動する民間団体やＮＰＯ等に対して、防除活
動に要する経費を補助することにより、山梨
県内の生物多様性を保全する。
補助率：10/10（1団体当たり上限10万円）

特定外来生物における普及啓発・教育の推進

小学校へ県政出張講座へ講師派遣 エコティチャー派遣
富士山科学研究所の出張講座開催

リーフレット・ＨＰなどを通じて、
普及啓発

富士スバルライン沿線での駆除
地元のNPO等で協働し、富士スバルライン

沿線に生息する特定外来生物を含む外来
植物を駆除。
開催回数：１回

③
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